
 

        西南学院大学学則 
 

第１章  総   則 

第１節  目      的 
第１条 西南学院大学（以下「本学」という。）は、キリ
スト教を教育の基本理念とし、深遠な学術研究とそれ
に立脚した教育を基盤に、学術文化の向上に寄与する
とともに、地域、日本、そして世界に貢献できる教養
豊かで深い専門知識と創造性を備えた人材を育成する
ことを目的とする。 
⑴ 神学部 
 神学部は、聖書やキリスト教思想・哲学・芸術を
中心とする学びを通して、キリスト教精神の本質を
究明するとともに、この精神を担い、日本、そして
世界の精神文化の形成、倫理・道徳の向上、平和と
福祉の促進に貢献する人間を養成するために、キリ
スト教界の指導者、教会の伝道者・牧師などの専門
職業人、並びにキリスト教精神を基盤として社会に
貢献する人を育成することを目的とする。 
⑵ 外国語学部 
 外国語学部は、外国語に関する学問的知識と実践
的な運用能力の習得を基盤とし課題解決を目指す総
合的なコミュニケーション能力を身に付け、深い教
養と広い知識を有する高いレベルの専門家として、
言語・文学・文化の多様性を理解し、それらの価値
観を尊重し、異なる背景を持つ人々と協調しながら、
社会の諸課題の解決に取り組むことができる人材の
養成を目的とする。 
⑶ 商学部 
 商学部は、建学の精神に基づいて、高い倫理観と
深い思考力を備えたビジネス・パーソンの育成を目
的とする。具体的には、キリスト教学・商学・会計
学・経営学・経営情報学の分野における高度な学術
理論の教育と研究を通じて、経済社会に生起する問
題の本質を正しく認識し、高度な倫理観に支えられ
た論理的な思考力をもって、新たな環境を積極的に
創造する志の高いビジネス・パーソンを育成するこ
とを目的とする。 

  ① 商学科 
 商学科は、商学と会計学の分野における高度な
学術理論の教育と研究を通じて、商取引に関する
正しい理解を深めさせる。モノとカネの効率的配
分や円滑な流通を目的とする商学と企業成果の計
算・公表を目的とする会計学について教育するこ
とで、問題設定能力とその解決能力を有するとと
もに、経済社会に柔軟に対応でき、かつ、高い倫
理観と高度な専門知識を身に付けたビジネス・
パーソンを育成することを目的とする。 

  ② 経営学科 
 経営学科は、経営学と経営情報学の分野におけ
る高度な学術理論の教育と研究を通じて、企業経

営に関する正しい理解を深めさせる。現代の経済
活動の重要な一翼を担っている企業の経営につい
て、思想・戦略・組織・ヒト・モノ・カネ・情報・
国際・環境などの観点から多面的に教育すること
で、高度な倫理観・理解力・構想力・表現力及び
対人関係形成能力を備えた優れたビジネス・パー
ソンを育成することを目的とする。 

⑷ 経済学部 
 経済学部は、経済学の知識と特有の思考法を基礎
とした、現代社会を生き抜く能力を持つ人材を育成
することを目的とする。具体的には、経済社会にお
ける重要問題の所在を自ら発見し、それに関して必
要となる事項を自ら調べ、その結果を簡潔かつ明瞭
に報告し、さらに問題に的確に対処できる能力を持
つとともに、社会の変動を正確に理解し、その展開
過程に積極的に参画できる人材を育成することを目
的とする。 

  ① 経済学科 
 経済学科は、経済学の理論体系、実証分析、政
策分析、経済の歴史的分析及び現実経済の把握に
関する諸分野の科目を有機的かつ総合的に教授し、
日本と地域社会を中心とした経済社会の仕組みの
構造と実態を理解させるとともに、データを科学
的に分析し、先入観にとらわれない合理的結論を
導き出す経済学的思考方法を鍛錬することによっ
て、種々の経済社会問題に対する実践的解決法を
見出す能力を有する人材を育成することを目的と
する。 

  ② 国際経済学科 
 国際経済学科は、先入観にとらわれない合理的
な経済学的思考方法の研鑽に加えて、国際社会の
変化と国際経済及びビジネスのグローバル化の諸
現象と相互の関連性、並びにそこから派生する諸
問題の分析手法と対処方法の考え方を教授し、歴
史・伝統・習慣・文化・宗教等の異なる諸外国と
の交流に役立つ語学力を基礎とした幅広い国際感
覚を養成することによって、社会の国際化に寄与
しうる人材を育成することを目的とする。 

⑸ 法学部 
 法学部は、法学及び政治学の専門学智を基礎に、
多様な価値観の理解と、批判的思惟の力を育み、変
容する現代社会の秩序構成に寄与できる識見を養う
ことを目的とする。 
① 法律学科 
 法律学科は、法学及び政治学の専門学智を修め、
怜悧な識見を養うとともに、多様な価値観への理
解を促し、公共の精神の涵養に努め、変容する現
代社会に対する批判的思考力を育み、多方面にわ
たる社会活動に貢献できる人格の育成を図ること
を目的とする。 
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  ② 国際関係法学科 
 国際関係法学科は、社会の国際化に起因する諸
現象を法的・政治的観点から学術的に深く掘り下
げて理解しうる識見を養い、普遍的な視野と共生
の精神の涵養に努め、多様な活動の場において国
際社会の課題に取り組み、異文化交流に貢献でき
る人格の育成を図ることを目的とする。 

⑹ 人間科学部 
 人間科学部は、キリスト教主義による人間教育の
理念に基づいて、幅広く高い教養と人間に関する諸
分野の学術的成果を習得させることによって、人間
の生涯に亘る成長と発達についての深い理解、他者
を受容し共感する能力、並びに地域社会、わが国と
世界についての主体的思考力と総合的な判断力を
もった個人を育成するとともに、とりわけ教育、保
育、福祉、心理の各分野において優れた働き手とし
て貢献しうる専門家を養成することを目的とする。 

  ① 児童教育学科 
 児童教育学科は、キリスト教主義による人間教
育の理念に基づいて教育を行ない､教育・保育の分
野に関する専門的知識と技能の習得を通じて、こ
れらの分野の専門家である保育士、幼稚園教諭、
小学校教諭などを養成するとともに、これらの専
門的知識と技能を生かして社会に貢献しうる人間
を育成することを目的とする。 

  ② 社会福祉学科 
 社会福祉学科は、キリスト教主義による人間教
育の理念に基づいて教育を行ない､社会福祉の分
野に関する専門的知識と技能の習得を通じて、こ
れらの分野の専門家である社会福祉士、精神保健
福祉士、保育士などを養成するとともに、これら
の専門的知識と技能を生かして社会に貢献しうる
人間を育成することを目的とする。 

  ③ 心理学科 
 心理学科は、心理学の分野に関する専門的知識
と技能の習得を通じて、様々な事態において人の
心を科学的に調査及び分析できる専門的な知識技
術をもつ人材を養成するとともに、人間関係調整
能力等をもち、応用力を備えた人材を育成し、グ
ローバルな視点から社会に貢献しうる人間を育成
することを目的とする。 

⑺ 国際文化学部 
 国際文化学部は、古今東西に存在する多様な文化
を、地域文化、比較文化及び表象文化の視点から歴
史的・総合的にとらえ、地域と世界、文化と芸術に
関する幅広い教養と専門的知識・技能を身につける
ことによって、地域社会及び国内外の諸課題の解決
に主体的に参画、貢献できる人物を育成することを
目的とする。 

第２節  組   織 
第２条 本学に、次の学部、学科を置く。 
 神  学  部   神    学    科 
 外国語学部   外 国 語 学 科 
                  商    学    科 
          経  営  学  科 
              経  済  学  科 
          国際経済学科 
             法  律  学  科 
          国際関係法学科 
         児童教育学科 
 人間科学部    社会福祉学科 
          心 理 学 科 
 国際文化学部   国際文化学科 
第２条の２ 本学に、大学院を置く。  
２ 大学院の学則は、別に定める。  
第２条の３ 本学に、留学生別科を置く。  
２ 留学生別科の学則は、別に定める。  
第３条 学生の収容定員を、次のとおり定める。  

入学定員  収容定員 

神 学 部  神 学 科 10名 40名 
外国語学部  外国語学科 300名 1,200名 
      商 学 科 180名 720名 
      経 営 学 科 180名 720名 
      経 済 学 科 240名 960名 
      国際経済学科 120名 480名 
      法 律 学 科 315名 1,260名 
      国際関係法学科 95名 380名 
      児童教育学科 100名 400名 
人間科学部  社会福祉学科 115名 460名 

心 理 学 科 120名 480名 
国際文化学部  国際文化学科 180名 720名 
第４条 本学の職制は、別に定める。 
第５条 本学付属の研究所、図書館、博物館、西南コ
ミュニティーセンター等の組織運営については、別に
定める。 
第６条 本学に、学部連合の教授会（以下｢連合教授会｣
という。）及び各学部の教授会（以下「学部教授会」と
いう。）を置く。 
第６条の２ 連合教授会は、学長及び専任の教授で構成
する。 
２ 連合教授会には、専任の准教授及び講師を加えるこ
とができる。 
３ 院長、副院長及び宗教局長は、会議に出席し、かつ、
表決に加わることができる。 
４ 連合教授会は、次に掲げる事項を処理する。この場
合において、その実施には、学長の承認を得ることと
する。 
 ⑴ 学則又は大学規程の改正 
 ⑵ 一般入試及び大学入学共通テスト利用入試による
合否の判定 

商 学 部 

経済学部 

商  学  部 

経 済 学 部 

法  学  部 

法 学 部 
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 ⑶ 学生部長その他別に定める役職等の推薦 
 ⑷ その他教育研究に関する事項で、学長が必要と認
めた事項 

５ 連合教授会に関するその他の事項は、別に定める。 
第６条の３ 学部教授会は、それぞれの学部に所属する
専任の教授で構成する。 
２ 学部教授会には、それぞれの学部に所属する専任の
准教授及び講師を加えることができる。 
３ 学部教授会は、それぞれの学部に関する次の事項を
処理する。この場合において、第１号から第３号、第
８号、第９号及び第11号の実施には、学長の承認を得
ることとする。 
 ⑴ 専任教員の任免 
 ⑵ 学則又は大学規程のうち、当該学部に関する部分
の改正の立案 

 ⑶ 学則又は大学規程に基づく諸規則の制定又は改廃
に関する事項 

 ⑷ 第６条の２第４項第２号に規定する入試以外の入
試の合否の判定 

 ⑸ 退学、除籍、再入学、休学又は復学に関する事項 
 ⑹ 開講科目及び担当者の決定 
 ⑺ 卒業の判定 
 ⑻ 国内研究、在外研究その他学術研究に関する事項 
 ⑼ 学部長の推薦 
 ⑽  その他別に定める役職等の推薦又は承認 
 ⑾  その他教育研究に関する事項で、学長が必要と認
めた事項 

４ 学部教授会に関するその他の事項は、別に定める。 
第７条 各学部の学科に、協議会を置く。 
第７条の２ 博物館学芸員課程に、協議会を置く。 
第８条 本学に、共通教育委員会その他の委員会を置く。 
２ 本学に、宗教部会議、学生部会議及び教務部会議を
置く。 
３ 本条の委員会及び会議の組織及び運営については、
別に定める。 
第９条 本学に、学生部を置く。 
２ 学生部の組織及び運営については、別に定める。 
第10条  本学に、教務部を置く。 
２ 教務部の組織及び運営については、別に定める。 
 

第２章 学部通則 

第１節 学年、学期、休業日及び休暇 
第11条  学年は、４月１日に始まり、翌年３月31日に終
わる。 
第12条  学年を分けて、次の２学期とする。 
    前期 ４月１日から９月30日まで 
    後期 10月１日から翌年３月31日まで 
第13条  休業日は、次のとおりとする。 
    日曜日 
    国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178

号）に規定する休日 
    西南学院創立記念日（５月15日） 

第14条  休暇は、次のとおりとする。ただし､休暇期間は、
必要に応じて変更することがある。 
    春季休暇 ３月26日から４月４日まで 
    夏季休暇 ７月11日から９月10日まで 
    冬季休暇 12月25日から翌年１月７日まで 
２ 学長は、必要ある場合には、臨時休業を定めること
ができる。 

第２節 教育課程、授業科目及び単位 
第15条 授業科目は、各学部・学科に関する教育科目、
教職に関する科目、博物館学芸員に関する科目及び司
書教諭に関する科目に分ける。 
２ 授業科目の編成は、別表第１で定める。 
３ 別表第１に掲げるもののほか、学部教授会の議を経
て、臨時に授業科目を開設することがある。 
４  各学部・学科は、教育上有益と認めるときは、別に
定めるところにより、その所属学生に他の学部・学科
及び他大学の授業科目を履修させることができる。 
第16条 授業科目を履修し、その試験に合格したものに
は、その授業科目所定の単位を与える。 
２ 授業科目の単位は、別表第１に定めるところによる。 
３ 授業科目の履修の手続き、方法等は、履修規程で定
める。 
第17条 授業科目の単位算定の基準を、次のとおり定める。 
 ⑴ 講義及び演習については、15時間から30時間まで
の範囲の授業をもって１単位とする。 

 ⑵ 実験､実習及び実技については、30時間から45時
間までの範囲の授業をもって１単位とする。 

 ⑶ 前号の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究、
卒業制作等の授業科目については、これらの学修の
成果を評価して単位数を定めるものとする。 

第17条の2 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実
技のいずれかにより又はこれらの併用により行うも
のとする。 

2 前項の授業を、多様なメディアを高度に利用して、当
該授業を行う教室等以外の場所で履修させることがで
きる。 
3 第１項の授業を、外国において履修させることができ
る。なお、前項の規定により、多様なメディアを高度
に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修
させる場合についても、同様とする。 
4 前２項の授業の方法により修得できる単位数は、60
単位を超えないものとする。 

第３節  修 業 年 限 
第18条 本学における修業年限は、４年とする。 
２ 前項の規定にかかわらず、本学に３年以上在学した
者が、卒業に必要な単位を特に優秀な成績で修得した
と当該学部教授会が認める場合には、早期卒業するこ
とができる。 
３ 学生は、８年を超えて、在学することはできない。
ただし、休学の期間は、在学年限に算入しない。 
４ ３年次転入学者、編入学者又は学士入学者の修業年
限は、２年以上とし、２年次転入学者又は編入学者の
修業年限は、３年以上とする。この場合において、入
学のとき決定した修業年限の２倍を超えて在学するこ
とはできない。ただし、休学の期間は、在学年限に算
入しない。 
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第４節  履修、卒業及び学位授与 
第19条 学生は、本学則及び別に定める履修規程に従っ
て、在学期間中に所定の授業科目を履修し、その試験
に合格し、次に掲げる単位を修得しなければならない。 
神学部神学科 128単位以上 
外国語学部外国語学科       124単位以上 
商学部商学科 124単位以上 
商学部経営学科 124単位以上 
経済学部経済学科 128単位以上 
経済学部国際経済学科 128単位以上 
法学部法律学科 124単位以上 
法学部国際関係法学科 124単位以上 
人間科学部児童教育学科 124単位以上 
人間科学部社会福祉学科 124単位以上 
人間科学部心理学科 124単位以上 
国際文化学部国際文化学科 128単位以上 
第20条 各学部･学科の授業科目については、次の各々の
所定の授業科目を履修し、単位を修得しなければなら
ない。 
 ⑴ 神学部神学科は、神学コースの場合、専攻科目か
ら82単位以上、共通科目から46単位以上を修得しな
ければならない。ただし、専攻科目及び共通科目の
修得においては、別表第1の1「神学部神学科」に定
める詳細要件も満たさなければならない。キリスト
教人文学コースの場合、専攻科目から82単位以上、
共通科目から46単位以上を修得しなければならない。
ただし、専攻科目及び共通科目の修得においては、
別表第1の1「神学部神学科」に定める詳細要件も満
たさなければならない。 

 ⑵ 外国語学部外国語学科は、専攻科目から80単位以
上、共通科目から20単位以上、さらに専攻科目又は
共通科目から24単位以上を修得しなければならない。
ただし、専攻科目の修得においては、別表第1の2「外
国語学部外国語学科」及び履修規程に定める詳細要
件も満たし、かつ、4年次以上において、演習Ⅱ又は
演習Ⅱに代わる科目のうちから4単位以上を修得し
なければならない。また、共通科目の修得において
は、別表第1の2「外国語学部外国語学科」に定める
詳細要件も満たさなければならない。 

 ⑶ 商学部商学科は、専攻科目から84単位以上、共通
科目から32単位以上、さらに専攻科目又は共通科目
から8単位以上を修得しなければならない。ただし、
専攻科目及び共通科目の修得においては、別表第1
の3「商学部商学科」に定める詳細要件も満たさなけ
ればならない。なお、4年次以上において、専攻科目
8単位以上を修得しなければならない。 

 ⑷ 商学部経営学科は、専攻科目から84単位以上、共
通科目から32単位以上、さらに専攻科目又は共通科
目から8単位以上を修得しなければならない。ただし、
専攻科目及び共通科目の修得においては、別表第1
の4「商学部経営学科」に定める詳細要件も満たさな
ければならない。なお、4年次以上において、専攻科

目8単位以上を修得しなければならない。 
 ⑸ 経済学部経済学科は、専攻科目から96単位以上、
共通科目から28単位以上、さらに専攻科目又は共通
科目から4単位以上を修得しなければならない。ただ
し、専攻科目及び共通科目の修得においては、別表
第1の5「経済学部経済学科」に定める詳細要件も満
たさなければならない。なお、4年次以上において、
専攻科目8単位以上を修得しなければならない。 

 ⑹ 経済学部国際経済学科は、専攻科目から96単位以
上、共通科目から28単位以上、さらに専攻科目又は
共通科目から4単位以上を修得しなければならない。
ただし、専攻科目及び共通科目の修得においては、
別表第1の6「経済学部国際経済学科」に定める詳細
要件も満たさなければならない。なお、4年次以上に
おいて、専攻科目8単位以上を修得しなければならな
い。 

 ⑺ 法学部法律学科は、専攻科目から84単位以上、共
通科目から28単位以上、さらに専攻科目又は共通科
目から12単位以上を修得しなければならない。ただ
し、専攻科目及び共通科目の修得においては、別表
第1の7「法学部法律学科」に定める詳細要件も満た
さなければならない。なお、4年次以上において、専
攻科目又は共通科目の中から6単位以上を修得しな
ければならない。 

 ⑻ 法学部国際関係法学科は、専攻科目から82単位以
上、共通科目から28単位以上、さらに専攻科目又は
共通科目から14単位以上を修得しなければならない。
ただし、専攻科目及び共通科目の修得においては、
別表第1の8「法学部国際関係法学科」に定める詳細
要件も満たさなければならない。なお、4年次以上に
おいて、専攻科目又は共通科目の中から6単位以上を
修得しなければならない。 

 ⑼ 人間科学部児童教育学科は、専攻科目から80単位
以上、共通科目から28単位以上、さらに専攻科目又
は共通科目から16単位以上を修得しなければならな
い。ただし、専攻科目及び共通科目の修得において
は、別表第1の9「人間科学部児童教育学科」に定め
る詳細要件も満たさなければならない。 
⑽ 人間科学部社会福祉学科は、専攻科目から96単位
以上、共通科目から28単位以上を修得しなければな
らない。ただし、専攻科目及び共通科目の修得にお
いては、別表第1の10「人間科学部社会福祉学科」に
定める詳細要件も満たさなければならない。 
⑾ 人間科学部心理学科は、専攻科目から86単位以上、
共通科目から28単位以上、さらに専攻科目又は共通
科目から10単位以上を修得しなければならない。た
だし、専攻科目及び共通科目の修得においては、別
表第1の11「人間科学部心理学科」に定める詳細要件
も満たなければならない。 

⑿ 国際文化学部国際文化学科は、専攻科目から78単
位以上、共通科目から36単位以上を修得し、さらに
専攻科目又は共通科目から14単位以上を修得しなけ
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ればならない。ただし、専攻科目及び共通科目の修
得においては、別表第1の12「国際文化学部国際文化
学科」に定める詳細要件も満たさなければならない。 

第20条の２ 第18条第２項の早期卒業を希望する者は、
前条に定める卒業要件を３年次終了時までに満たさな
ければならない。なお、前条に定める卒業要件のうち、
４年次以上において単位を修得しなければならないと
規定している卒業要件については、３年次に満たさな
ければならない。 
第21条 削除 
第22条 削除 
第23条  卒業論文は、あらかじめ指導教授の同意を得て
届け出た題目について作成し、卒業年次の所定の期日
までに提出しなければならない。 
第24条 試験は､履修規程で定めるところに従って､あら
かじめ履修届を提出して履修した科目でなければ、こ
れを受けることができない。 
第25条 試験は、毎年２回、学期の終わりに施行する。 
２ 前項の定期試験のほか、臨時に試験を行うことがある。 
第26条 成績は、S、A、B、C、D、P、F、T及びXで
あらわし、S、A、B、C、P及びTを合格とする。 
第27条 ４年以上在学し、本節の規定及び履修規程に定
めるところに従って、それぞれの学部・学科において
所定の単位を修得した者を卒業とし、卒業証書・学位
記を授与する。 
２ 前項の規定にかかわらず、３年以上在学した者が、
卒業に必要な単位を特に優秀な成績で修得したと当該
学部教授会が認める場合には、卒業証書・学位記を授
与することができる。 
第28条 教員の免許状授与の所要資格を取得しようとす
る者は、教育職員免許法（昭和24年法律第147号）及び
教育職員免許法施行規則（昭和29年文部省令第26号）
に定める所要の単位を修得しなければならない。 
２  本学の学部・学科において、当該所要資格を取得で
きる教員の免許状の種類は、次の表に掲げるとおりと
する。  
学 部 学科 教員の免許状の種類 免許教科 

神 学 部 神 学 科 

中 学 校 教論一種
免許状 
高等学校教諭一種
免許状 

宗  教 

外 国 語 
学  部 外国語学科 

中 学 校教論一種
免許状 英  語 

高等学校教諭一種
免許状 

英  語 
フランス語 

商 学 部 商 学 科 
経営学科 

高等学校教諭一種
免許状 商  業 

中 学 校 教論一種
免許状 社  会 

高等学校教諭一種
免許状 

地理歴史 
公  民 

経済学部 経済学科 
国際経済学科 

中 学 校教論一種
免許状 社  会 

高等学校教諭一種
免許状 

地理歴史 
公  民 

法 学 部 法律学科 
国際関係法学科 

中 学 校 教論一種
免許状 社  会 

高等学校教諭一種
免許状 

地理歴史 
公  民 

人 間 科 
学  部 

児童教育学科 

幼 稚 園教論一種
免許状 
小 学 校教諭一種
免許状 

 

社会福祉学科 高等学校教諭一種
免許状 

公  民 
福  祉 

国際文化 
学  部 国際文化学科 

中 学 校教論一種
免許状 社  会 

高等学校教諭一種
免許状 

地理歴史 
公  民  

第28条の２ 人間科学部において、保育士の資格を取得
しようとする者は、児童福祉法施行規則（昭和23年厚
生省令第11号）に定める所要の単位を修得しなければ
ならない。 
第28条の３ 博物館学芸員となる資格を取得しようとす
る者は､博物館法（昭和26年法律第285号）及び博物館
法施行規則（昭和30年文部省令第24号）の定めるとこ
ろに従って、所定の単位を修得しなければならない。 
第28条の４ 司書教諭の資格を取得しようとする者は、
学校図書館司書教諭講習規程（昭和29年文部省令第21
号）の定めるところに従って、所定の単位を修得しな
ければならない。 
第29条 卒業した者には、西南学院大学学位規則により、
学士の学位を授与する。 

第５節  留      学 
第30条 学生は、教育上有益であるとする本学の判断の
もとに、在学中、国内外の大学に留学し、学修するこ
とができる。 
２ 前項の留学の取扱いについては、別に定める。 
第30条の２  学生は、在学中、外国の大学における本学
主催の語学研修に参加し、学修することができる。 
２  前項の学修の取扱いについては、別に定める。 

第６節  入 学 資 格 
第31条 本学の第１年次に入学の資格を有する者は、次
の各号の１に該当するものでなければならない。 
 ⑴ 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者 
 ⑵ 通常の課程による12年の学校教育を修了した者 
 ⑶ 学校教育法施行規則第150条の規定により、高等学
校を卒業した者と同等以上の学力があると認められ
る者 

  ア  外国において学校教育における12年の課程を修
了した者又はこれに準ずる者で、文部科学大臣の
指定したもの 

  イ  文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を
有するものとして認定した在外教育施設の当該課
程を修了した者 

  ウ 専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であ
ることその他の文部科学大臣が定める基準を満た
すものに限る｡）で文部科学大臣が別に指定するも
のを文部科学大臣が定める日以後に終了した者 

   エ  文部科学大臣の指定した者 
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  オ  高等学校卒業程度認定試験規則（平成17年文部
科学省令第１号）による高等学校卒業程度認定試
験に合格した者（同規則附則第２条の規定による
廃止前の大学入学資格検定規程（昭和26年文部省
令第13号）による大学入学資格検定に合格した者
を含む｡） 

  カ  本学において、個別の入学資格審査により、高
等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認
めた者で、18歳に達したもの 
第７節  入学、休学、退学及び転入学 

第32条 本学の入学期は、学年の始めとする。 
第33条 入学志願者は、次に掲げる書類に検定料と写真
を添えて、指定の期日までに願い出なければならない。 
 ⑴ 入学志願書 
 ⑵ 調査書 
２ 検定料は、35,000円とする。ただし、大学入学共通
テストを利用する入試の場合は、18,000円とする。 
３ 検定料の納付があった後は、いかなる理由があって
もこれを返還しない。 
４ 併願及びインターネットによる出願の場合の検定料
については、別に定める。 
第33条の２ 入学志願者に対しては、選抜の上、入学を
許可する。 
第34条 入学を許可された者は、誓約書及び保証書に所
定の入学金を添えて、指定の期日までに提出しなけれ
ばならない。 
２ 前項の誓約書には、所定の事項を記入した上、保証
人が連署しなければならない。 
第35条 保証人は、父母又は成年の親族でなければなら
ない。 
２ 前項の保証人が遠隔の地に居る場合には、別に副保
証人を立てなければならない。 
３ 副保証人は、福岡市又はその付近に居住し、独立の
生計を営むものであって、本学から通知があれば、直
ちに出頭できる者でなければならない。 
第36条 保証人又は副保証人に、転籍、転居、能力喪失
その他事故が生じたときは、直ちにその旨を通知し、
新しい保証人を立てるなど、必要な処置をとらなけれ
ばならない。 
第37条 疾病その他やむを得ない理由のため、引き続い
て２か月以上修学することができないときは、保証人
連署の上、学長に願い出て、その許可を受けて、その
学年又は学期中休学することができる。 
２ 疾病のため休学する場合には、医師の診断書を、前
項の願書に添えなければならない。 
３ 母国の兵役又は代替服務のため休学する場合には、
その事実を証明する書類又はその写しを、第１項の願
書に添えなければならない。 
４ 休学を許可された者は、休学期間中の授業料、施設
費及び教育充実費にかわる別表第４に掲げる在籍基本
料を納付するものとする。ただし、新入生の前期分に
ついては、本項を適用しない。 

５ 前項の規定にかかわらず、母国の兵役又は代替服務
による休学が認められた者は、在籍基本料を免除する。 
６ 第18条に定める修業年限を超えた者が休学した場合
の取扱いについては、別に定める。 
７ 休学中の学生が、復学を願い出たときは、審議の上、
これを許可することができる。この場合において、疾
病による休学の場合は、主治医及び学医の診断書を添
付しなければならない。 
８ 休学期間は、通算して３年を超えることができない。
なお、休学期間がこの期間を超える者は、除籍する。 
９ 前項の規定にかかわらず、母国の兵役又は代替服務
による休学期間はこれに算入しない。 
第38条 疾病その他やむを得ない理由があれば、その理
由を詳記して、保証人連署の上、学長に退学を願い出
ることができる。 
２ 疾病のため退学しようとする場合には、医師の診断
書を、前項の願書に添えなければならない。 
第39条 前条によって退学を許可された者が、許可の日
から２年以内に再入学を願い出たときは、審議の上、
これを許可することがある。ただし、２年の終わりが
学年の途中であるときは、次の年度の初めに許可する
ことができる。 
第40条 学生が転部又は転科を願い出たときは、選考の
上、許可することがある。 
第41条 他の大学から転学を希望する者があるときは、
選考の上、その大学で修得した単位を認定して、転入
学を許可することがある。 
２ 転入学者に対しては、他の大学で既に修得した単位
のうち、本学で認定した単位数に応じて、本学に在学
すべき期間を定める。 
第41条の２ 短期大学若しくは高等専門学校を卒業した
者、又は専修学校の専門課程のうち、文部科学大臣の
定める基準を満たすものを修了した者（ただし、学校
教育法（昭和22年法律第26号）第90条に規定する大学
入学資格を有する者に限る。）の本学への編入学につい
ては、前条の規定を準用する。 
第42条 学士の学位を有する者が、さらに本学に入学を
志願する場合には、選考の上、入学を許可することが
ある。 
第42条の２ 大学又は短期大学を卒業又は中途退学し、
新たに本学の第１年次に入学した学生の既修得単位に
ついては、30単位を超えない範囲で、本学において修
得したものとして認定することができる。 

第８節   専  攻  科 
第43条 学校教育法第91条に基づいて、本学に、神学専
攻科神学専攻、商学専攻科商学専攻及び経済学専攻科
経済学専攻を置く。 
第44条 専攻科は、大学を卒業した者又は文部科学大臣
の定めるところにより、これと同等以上の学力がある
と認められた者に対して、その履修の課程について精
深な程度において特別の事項を教授し、その研究を指
導することによって、その能力をさらに高度に展開さ
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せることを目的とする。 
第45条 専攻科の学生収容定員を、次のとおり定める。 
                  入学定員 
神学専攻科   神学専攻      10名 
商学専攻科   商学専攻      10名 
経済学専攻科  経済学専攻     10名 
第46条 専攻科の修業年限は、１年とする。 
２ 専攻科の学生は、２年を超えて在学することはでき
ない。ただし、休学の期間は、在学年限に算入しない。 
３ 休学の期間は、１年を超えることができない。 
第47条 専攻科に入学を志願する者に対しては、選考の
上、入学を許可する。 
第48条 専攻科においては、32単位以上を履修させる。 
第49条 専攻科における授業科目の編成は、別表第２で
定める。 
２ 別表第２に掲げるもののほか、学部教授会の議を経
て、臨時に授業科目を開設することがある。 
第50条 専攻科の学生は、前条によって定められた授業
科目を、別に定める履修規程に従って、履修しなけれ
ばならない。 
２ 本節の規定に従って、32単位以上を修得した者には、
修了証書を授与する。 

第９節  選科生、科目等履修生、聴講生、 
委託学生及び外国人学生 

第51条 本学において、選科生として学修することを志
望する者があれば、選考の上、学修を許可することが
ある。 
第52条 選科生として学修することを志願できる者は、
本学の入学資格を有する者でなければならない。 
２ 選科生は、学長の許可を得た上、その専攻しようと
するところに従って、授業科目を選択して履修しなけ
ればならない。 
３ 選科生が、その選択した授業科目を履修して、その
試験に合格すれば、これに修了証書を授与する。 
第53条 選科生については、本節の規定のほか、別に定
める。 
２ 選科生については、本節の規定及び別に定めた規程
のほかは、本科生に関する規定を準用する。 
第54条 本学学生以外の者で、１又は複数の授業科目を
履修しようとする者があるときは、選考の上、科目等
履修生として許可することがある。 
２ 科目等履修生が、その履修した授業科目について所
定の課程を履修し、その試験に合格した場合には、授
業科目所定の単位を与える。 
３ 科目等履修生について必要な事項は、別に定める。 
第55条 本学学生以外の者で、１又は複数の授業科目を
聴講しようとする者があるときは、選考の上、聴講生
として許可することがある。 
２ 聴講生について必要な事項は、別に定める。 
第56条 削除 
第56条の２ 削除 
第57条 公共団体又はその他の公共的機関から委託学生

の依頼があったときは、その資格や条件などについて
審議選考の上、これに応ずることがある。 
第58条 外国人で、本学に入学を志願する者があれば、
その資格や条件などについて審議選考の上、入学を許
可することがある。 

第10節  公 開 講 座 
第59条 学校教育法第107条の定めるところに従って、夏
季休暇中又は適時に、公開講座を開設することがある。 

第11節  入学金及び授業料 
第60条 入学を許可された者は、定められた期日までに、
入学金を納付しなければならない。 
２ 入学金（入学年度のみ）は、次に該当する場合を除
き200,000円とする。 
 ⑴ 本学卒業者の編入及び学士入学の入学金は、半額
を免除する。  

 ⑵ 本学卒業者の専攻科の入学金は、全額を免除する。 
 ⑶ 本学卒業者以外の専攻科の入学金は、半額を免除
する。 

 ⑷ 再入学者の入学金は、半額を免除する。 
３ 入学金の額は、社会事情によって増額又は減額する
ことができる。 
第61条 学生は、定められた期日までに、授業料、施設
費、教育充実費等を納付しなければならない。 
２ 授業料、施設費及び教育充実費は、別表第３のとお
りとする。 
３ 授業料の額は、社会事情によって、学年の途中でも
増額又は減額することができる。 
第61条の２ 第18条に定める修業年限を超えた者は、卒
業に必要な単位数を基準とした不足単位数に応じて、
別表第５に掲げる授業料を納付するものとする。 
２ 前項に定める授業料については、上限額を設ける。 
第62条 指定期日までに授業料、施設費、教育充実費等
を納付しない者に対しては、登校を停止し、なお、こ
れを納めない者は、除籍する。 
２ 指定期日は、次のとおりとする。 
  前期納入期限  ４月30日 

（ただし、新入生については別に定める｡） 
  後期納入期限  10月31日 
第63条 授業料、施設費、教育充実費等は、本学に学籍
がある間は、納付しなければならない。ただし、休学
期間中は授業料、施設費及び教育充実費を徴収しない。 

２ 入学金、授業料、施設費、教育充実費等は、いった
ん納付した後は、返還しない。ただし、指定する期日
までに入学辞退を届け出た者に対しては、入学金を除
く授業料、施設費、教育充実費等を返還する。 
第64条 専攻科生及び選科生の入学金、授業料、施設費、
教育充実費等については、第60条から第63条までの規
定を準用する。 
第64条の２ 科目等履修生及び聴講生は、定められた期
日までに、受講料を納付しなければならない。 
２ 受講料は、次のとおりとする。 
 ⑴ 本学を卒業した者については、１単位につき
12,000円 
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 ⑵ 本学卒業者以外の者については、１単位につき
18,000円 
第12節  西南学院大学奨学金 

第65条 品行方正かつ学業成績優秀の者で、経済的理由
のため学業を続けることができない学生に対しては、
審議選考の上、西南学院大学奨学金を給付又は貸与す
ることがある。 

第13節  賞     罰 
第66条 品行方正かつ学業成績優秀の者には、褒賞を授
与することがある。 
第67条 本学の学則又は訓育の趣旨に違背し､又は､学生
心得に背く者は、学長がこれを懲戒する。 
２ 懲戒は、譴責、停学及び退学とする。 
３ 懲戒の取扱いは、西南学院大学学生懲戒規程（2020
年1月28日）に定める。 
第68条 次の各号のいずれかに該当する者は、退学処分
にする。 
 ⑴ 性行不良で、改善の見込みがないと認められる者 
 ⑵ 学力劣等で、成業の見込みがないと認められる者 
 ⑶ 正当の理由がなくて、出席常でない者 
 ⑷ 学校の秩序を乱し、その他学生としての本分に反
した者 

第69条 学生心得は、別に定める。 
第14節  厚 生 施 設 

第70条 本学に学生寮を設け、教育を補充する。 
２ 学生寮に関する規程は、別に定める。 
第71条 本学に保健管理室を設ける。 
２ 保健管理に関する規程は、別に定める。 
 

第３章 点検評価 

第72条 本学は、第１条の目的及び社会的使命を達成す
るため、教育研究活動等の状況について、自ら点検及
び評価（以下「点検評価」という｡）を行う。 
２ 点検評価については別に定める。 
 

付 則 
本学則は、1949（昭和24）年４月１日から実施する。 
   ・ 
   ・ 

・ 
附 則（2020年４月１日学則） 

この学則は、2020年４月１日から施行し、2020年度第
１年次入学生から適用する。ただし、第26条、第67条、
第68条については在学生全員に適用する。 

附 則（2020年12月１日学則） 
この学則は、2020年12月１日から施行する。 
附 則（2021年４月１日学則） 

この学則は、2021年４月１日から施行し、2021年度第
１年次入学生から適用する。ただし、第17条の２につい
ては、在学生全員に適用する。 
 

附 則（2022年４月１日学則） 
この学則は、2022年４月１日から施行し、2022年度第
１年次入学生から適用する。ただし、第17条の２、第20
条の２及び第37条については、在学生全員に適用する。 

附 則（2023年４月１日学則） 
この学則は、2023年４月１日から施行し、2023年度第
１年次入学生から適用する。ただし、第30条については、
在学生全員に適用する。 
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